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　　　　　　　　　　　　　 SUMMARY
　 This　study 　 aimed 　to　 presents 　 a　policy　 for　 promoting 　assuring 　work 　 in　 the

employment 　of　persons　with 　disabilities　from　 the　viewpoint 　of　management 　quality

and 　ISO　26000，　 Sustainab且e　management ，　together　with 　good −quality　works ，　enhances

the 　management 　quality　of　their　employment 　by　 rea 且izing　reasonable 　accommodation ，

This　corresponds 　to
“
employment 　creation 　and 　ski且ls

”
and

“
social　investment

”
in　ISO

26000．Using 　organizations
’
resources 　by 　 ordering 　 work 　to　those 　 with 　 more 　 employees

with 　disabilities　 is　 one 　of 　the　 ways 　of 　implementing　social 　 responsibiiity ．　Some　cases
in　this　study 　demonstrate　inclusion　through 　business　and 　have　connected 　people

with 　 and 　 without 　disabilities．　As　 a　 result ，　 their　business　has　improved　 and 　product

development　has　resulted 　in　high　commercial 　va 且ue ，　Therefore，　I　suggest 　the　subsidy

system 　on 　the　condition 　that　the　project　 plan　 based　on 　 ISO　26000　shows 　concrete

ways 　for　inclusion　through 　business．　Establishing　third・party　committees 　wlth 　a　multi −

stakeholder 　apProach 　is　a 正so 　needed 　for　check 　and 　balance．

（150words ）

1 ． は じめ に一本研 究の 目的 と背景

　本稿の 目的は、障害者雇用にお い て喫緊の課

題 となっ て い る 「仕事の 確保」を促進す る政策

の 在り方に つ い て、経営の 質とあらゆ る組織の

社会的責任 （SR）の 実践手 引で ある ISO26000

の 観点か ら提示す る こと で ある 。

　山田 （2008）に よ る特例子会社 と福祉工場
〔ゴ臼 丿

の 全国調査か ら、重度障害者の 雇用拡大が困難

な最大の 要因 と して 「適当な仕事が十分確保で

きない 」こ とが 明 らか に され て い る 。 また伊藤

（2011）
c；
’
EL ’

は 、 こ の 福祉工場の 移行形態である 、

障害者自立支援法に よ り開始された就労継続支

援事業 A 型 （雇用型）
c
−iiT3）

　（表 1 ）の 全国調査を

行い 、平均的な賃金水準が最低賃金を下回 っ て

い る こ と、その 要 因と して 売上 高の 低 さを挙げ

て い る 。 同時に A 型事業 の経営面に おける専門

的力量の 不十分さ も指摘 し 、 営利活動へ の 公的

支援 の 充実 を提言 して い る 。 また今井 （2011a）

も、就労移行支援事業所、就労継続支援型事業

所 （A 型、B 型）、授産施設 （図 1）の 47．5％が、
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表 1　障害者 自立支援法に おける就労支援事業

対象者

サービ ス 内容

就労移行支援

就労を希望する 65歳未満 の

障害者で 、通常の 事業所 に

一

込 まれ る 者

一
般就労等へ の 移行 に向け

て、事業所 内や 企業 にお け

る作業や 実習、適性に 合 っ

一

定着支援 を実施

就労継続支援

A 型

通常 の 事業所 に 雇用 さ れ る

こ とが 困難で あ り、雇里契

約 に 基 づ く就労が可 能で あ

量

通所 に よ り、贐

に基づ く就労の 　会 を是供

す る とともに、一般就労に

必 要な知識、能力が高 ま っ

た者 に つ い て 支援

B 型

通常の 事業所に 雇用 され る

こ とが困難で あ り、雇用契

蛬

事業所 内にお い て 、麹
t

会や 生産活 動の 機会 を

提供 雇用契約 は結ば ない

する と と もに、一般就労に

向けた支援

出 典
層
厚 生 労 働 省 『障 害者 に対す る就労 支援』 （一部筆 者修 IE）

　　 　　 　　 　　　 　　 　 図 1　 雇 用 施 策 の対 象 と な る障 害 者 数 ／ 地 域 の 流 れ

出典 ：厚生 労働省 「障害者の 就労 支援 対策 の 状 況」 （H18 （身体）／Hl7 〔知 的；実態調 査、　H20 患者調査、　H20 社 会福祉 施設等調査、

　　 H21学校基 本調査（文部科学省｝、厚生労働省調べ 等）

売上高 （加工 高）が減 っ て い る こ とを指摘 して

い る 。 特に企業か らの 受注が 減っ て い る とする

割合が 63．1％で あ る こ とか ら 「受注の 確 保 は、

工 賃 （賃金）の 向上 、就労機会の 拡大の 取 り組

みの カ ギで あ る」 と述 べ て い る （今井2011a：

80− 81）
［注 4）

o

　発注促進策に つ い て は、後述する よ うに主 に

障害者が働 く現場か らの 要望が 多い が 、発注促

進策に関す る先行研究 は非常 に少 な く、議論 も

少な い 。さ らに後述する よ うに、上述の 経営面

で の 力量不足は A 型 だけで な く 「福祉 的就労」

と呼ばれ る就労継続支援事業 B 型 （非雇用型）
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と自立支援法に よる移行前の授産施設お よび小

規模作業所で も指摘 され て い る と こ ろで あ り、

受注量 の 減少の 要因 と仕事の 確保の ため の 方策

に つ い て は 、こ の 経営面で の 問題点 も併せ て 考

察する必要が ある と考える 。 しか し、両者を一

体として研究 した もの は これ まで に存在 しない

ため 、本研究の新規性および学問的貢献の可能

性はこ の 点にある と考える 。

　よ っ て 本稿で は 、 障害者雇用 にお い て仕事の

確保 を促進する政策の 在 り方を、現行制度 に関

わる 以上 の 実態 を踏 まえた上 で探 る こ ととす

る 。

2 ． 障害者雇用 にお ける社会的責任の

　実践 としての発注促進策

（1）現行の発注促進策一在宅就業障害者支援制度

　の問題点

　現行の発注促進策は、発注側が民聞企業の場

合と国 ・地方公共団体の 場合 との 2 種類が あ

り、うち前者は発注促進税制と在宅就業支援制

度で ある 。

　発注促進税制は、後述する福祉的就労や特例

子会社等の 障害者の 「働 く場」に対する発注額

を前年度よ り増加させ た企業に つ い て 、企業が

有す る固定資産 （減価償却資産）を割増 して償

却す る ことが で きる制度であ る 。 た だ しこ の 制

度は平成20年度か ら 5 年問 の 時限措置で あ り、

利用実績が芳 しくなければその 後の 継続は見込

め ない た め （今井 2011a ：89）、現行で の 発注

促進策として 主 なもの は在宅就業支援制度で あ

る とい える 。

　 2006年 に 設 け られた 在 宅就 業支援 制度 （図

2 ）は 、 仕事を請け負 っ て 自宅等で 就労する障

害者や在宅就業支援団体 （就労移行支援事業、

仕事 提 供
・

対価 支払

在 宅 就 業障害者
仕 事提 供 ・

対 価 支 払 発 注

支 在
援 宅

団 就

体 業

蘯
立

行

ll
咢翕

饕
援

機

彎

福祉 施 設
　　　　　　　　　　　，

企

業仕 事提 供

対 価支 払

就労移行支撮

　事 業所等 発 注支 在

援 宅

団 就

体 業

仕 事鍵 供 ・

対 価支 払
工 賃 水 準 の 確 保

と一般 雇 用 へ の

移行 に 取 り組 む

　 　 施設

　　　　　　　　　　　　　　　　 図 2 　在宅就業障害者支援制度

出典 ：厚生 労働 省ホ
ーム ペ ー

ジ r障害者雇 用 対 策の 概 要 』「在宅就業 支援 制度」

　 　 http：f／www ．mhlw ．go．jpfbunya／koyoufshougaishaO2／pdf，／4rJ．pdf
　 　 http：〃 www 皿 hlw．go．jpfbunya／koyou〆shougaishaO2 ／pdf／44．pdf　 　 を 基 に 筆者 作 成
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就労継続支援事業所 B 型 等 で あ っ て登 録 した

法人）に対 して企業が 発注した場合、当該企 業

に対 して 障害者雇用納付金制度か ら特例調 整

金、特例報奨金が支給され る制度で ある （今井

2011a ：83）。 発 注方法は 、企業が 直接障害者

に発注する場合 と、 在宅就業障害者を支援する

在宅就業 支援 団体が 間 に入 る場合 の 2 通 りあ

り、 多 くの場 合後者が 選択され る と い う　（吉見

等2011 ： 3）。 登録団体の 対象は 、 前述 した就

労継続支援事業 B 型 （非雇用型）と授産施設お

よび作業所である 。 こ れ らに つ い て は次項で説

明する 。

　 しか しなが ら、登録団体 は2012年 5 月21 日

現在で 20団体 と少 な く、制度 の 利用 も制度 開

始か ら 3年経 っ た 2009年時点で 13件の み で あ

る （吉見等2011 ： 3 ）。 そ の 理由と して 、 まず

吉見等 （2011）は第 1 に発注 分が企業 の 雇用

率に反映され ない た め、第 2 に在宅就業支援団

体に対する メ リ ッ トが ない こ と、 第 3 に特例調

整金支給 の条件が年 間発注総額 105万円 と厳 し

い こ とを挙 げて い る 。

　第 1 の 点に つ い て は 、 日本で は法定雇用率が

基軸で ある ため、
一

定額以上 の 発注分 を実雇用

率に算定するみ な し雇用制度
〔注 51

が 導入され れ

ば、こ うした制度の 活用 も進 むの で はない か と

指摘 されて い る （吉見等2011、須藤 2009）。 第

2 点に つ い て 、 在宅就業支援団体 に は仕事の 受

注増や 助成金 とい っ たメ リ ッ トは ない 。よ っ て

事務作業の 増大な どに よ っ て 支援 団体 に と っ て

デ メ リ ッ トに転 じる恐れ もあ り （吉見等2011 ：

4 ）、また支援 団体 は 自身が受注 した業務か ら

運営経費を捻出 しなければ な らず、経営基盤が

整っ て い る団体に限 られ る可能性 も指摘 されて

い る （須藤2009 ： 2 ）。さ らに第 3 の 点に つ い

て 、 吉見等は先行調査か ら 、 在宅ワ
ーカーの 平

均賃金が 6 万7711円で あ り、「単純 に
一

年換算

して も81万 2532円 と基準の 105万 円に は20万 円

以上 に も及ば ない 」た め 、 こ の 制度 に申請で き

る層が 限 られ て い る の で は ない か と指摘 して い

る （吉見等2011 ： 5 ）。 須藤 もこ の 点を同様に

指摘 して お り、「可能 な限 り低 い 金額 を設定 し

使い 易 い 制度にする必 要が ある」として い る （須

藤2009 ： 2 ）。

（2＞発注促進策をめぐる議論

　 こ の発注促進策につ い て は 、 現行制度の周知

徹底を図 り利用の促進 を進 める こ とが優先課題

で あり、み な し雇用に つ い て は慎重で あるべ き

とする 意見 （今井2011a他） と、さら に 進 め て

発注分を雇用率に カ ウ ン トす るみ な し雇用 を制

度化すべ きとの 意 見 （須藤2009、出縄2011他）

が ある 。

　前者で は 、 障害者実雇用率が依然低 い 状況で

は、まず実 雇用 の 促 進 を図 る こ とが 求め られ

る として い る （今井2011a）。そ の 理 由として 、

企業が 自ら雇用する場合は最低賃金の 適用や雇

用保険等 の労働 関係法令、社会保険等の 諸制度

が 適用 され、雇用管理上 の 責任と負担が 生 じる

が 、 仕事の 社外へ の 発注の場合 、 発注先の就労

に つ い て 発注元 は基本的に は直接管理の 任 を負

うこ とはない こ と、発注先が雇用形態である と

は限 らな い こ とを指摘する 。 こ うした現行の 社

会保障制度 を考慮に入 れる と、「た だちに外注

＝雇用率算定と い う働 き方をとる こ とに は 、 就

労の 質や
一般雇用へ の 移行促進 とい う面か らみ

て 、現状にお い て は慎重で あるべ きと考えて い

る」として い る （今井2011a ：90− 91）。

　 次に 後者 の 意見 は 、 山田 （2008年）の 調査

で も特に特例子会社か ら要望が寄せ られ た もの

で ある 。 「障害者 を多数雇用 して い る企業へ の

業務発注 を障害者雇用率にカ ウ ン トす る な ど、

よ りイン セ ン テ ィ ブ を持 た せ る 方策」 と して 、

企業独 自の 取 り組み を間接的に支援する助成金

が求め られて い る と い える （山田2008 ： 76）。
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　 また 出縄 と須藤は 、 福祉的就労の 底上 げの 視

点か らも発注促進策を積極的に進め る必要が あ

る と して い る 。 それ に つ い て述 べ る た め に は 、

福祉的就労の 制度上の 位置づ け と現状 、問題 に

つ い て 説明する必要があるため 、次項で 詳述す

る 。

（3）「福祉的就労」の現状、 問題点と発注促進策

との 関連性

　 日本で は 「福祉的就労」と呼ばれ る形態が 、

通常の 企業で の雇用が困難な重度障害者が働 く

場 と な っ て きた （山田2008 ：32）。 福祉 的就労

とは、生産活動に参加す る こ とを目的として 行

う就労で 、労働法規が適用 されない もの をい う。

賃金で はな く工 賃の 支払い を受け、法的には労

働者 として認め られてお らず、あ くまで も 「訓

練生」とい う位置づ けで ある 。 この 福祉的就労

には、障害者自立支援法に基づ く就労継続支援

事業 B 型 と旧法の 授 産施設 、小規模作業 施設が

ある 。

　就労継続支援事業B型 は 、通常の 企業で の 雇

用が困難であ り、 なおかつ 雇用契約に基づ く就

労が 困難な障害者が対象で ある。就労の機会や

生 産活動の 機会を提供する と ともに、一般就労

に向けた支援 を行 う。 授産施設の 法制度上 の 目

的は、訓練を行い 最終的に は
一
般雇用に結び付

ける こ とであ り、一般雇用 な どの ため の
一

時的

な通過施設 で ある （山田2008 ；34）。 また小規

模作業所は、1960年代末か ら、障害者 の 働 く場

と して 障害者の 親の 会、家族会、障害者団体等

が設立 した共同作業所に始 まり、数千か所に ま

で増加 した もの で ある （松井
・
岩田 2011 ： 13）。

こ の 授 産施設 お よび小 規模作業 所 は 、 2011年

度末まで に は障害者自立支援法の 新体系の 事業

に移行が 求め られ て い たが 、2011年時点で 移

行 して い ない 施設 も多い と され る （松井 ・岩田

2011　： 14）。

　こ うした福祉的就労の 問題点 として、第 1 に

低い 工賃、第 2 に低 い 授産施設等か ら一般就労

へ の 移 行率、第 3 に 労 働施策 と福祉 施策の 分

立 が 指摘 され て い る （松井 ・岩田2011114 −

16）。第 1 の 点に つ い て 、福祉 的就労の 月額工

賃の全 国平均 は 1万 円前 後で ある 。 厚生 労働

省 は この 低 い 工 賃水準 を上 げる べ く 「工 賃倍増

5 か年計画」（2007年度〜2011年度）を行 っ て

い る 。 しか しその 実績 を見る と、平成 18年度

の 対 象施設平均工賃 は12，222円、平 成22年度 は

13，079円で あ る 。 就労継続支援 B 型事業所 （平

成22年度末時点）で 、 平成18年度か ら継続 し

て工 賃 倍増 5 か年計画 の 対 象と な っ て い る施

設の 平均工 賃 を見て も、 平 成 18年度の 12，431円

か ら平成22年度の 14，304円で あ り、 当初の 目標

を達成 して い な い
。

　その要因に つ い て は今後詳細な分析が必要で

あ るが、一方で 先述の ように、福祉的就労 にお

ける経営努力や ノ ウ ハ ウ不足 が 挙げ られ て い る

の も事実で ある 。 例 えば前 出の 伊藤 （2011）は 、

社会福祉の 専門家が A 型事業を運営する場合、

必 ずし も経営面で専門的な力量 を有して い る わ

けで は ない こ と、さらに社会福祉法人が運営す

る A 型事業所の 場合 、 その 職員も営利活動に関

する力量を持て る よう育成する こ とが 必要だ と

して い る 。 また調査で 「福祉畑の 職員 を 「利益

追求」 に転換する の が難 しい 」 と回答 した A 型

事業所が 66．8％に達 した こ とも明 らかに して い

る 。 また須藤は 、在宅就業障害者支援制度に登

録 し訓練計画 ・工賃 目標を定め工 賃ア ッ プを図

る B 型施設が少 ない こ とを指摘 して い る 。 「大

部分 の 施設で は 、仕事の 受注拡大に 向けた収益

計画が な く、 売上 か ら経費を差 し引い た 余 りを

分配す る方法で あ る」 こ と、「工 賃 ア ッ プの 目

標 ・意欲が 欠落 して お り、本制度を活用する意

思」も弱い
、 として い る （須藤2009 ： 2 ）。

　第 2 の 点 に つ い て、福祉施 設か ら通常 の 企

一167一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japan Society for Business Ethics Study (JABES)

NII-Electronic Library Service

Japan 　Soolety 　for 　Buslness 　Ethlos 　Study 　（JABES ｝

業へ の 移行率 は 1〜 2％ と非常 に低 い 。 2006年

よ り施行され て い る障害者自立支援法で は障害

者の 就労支援が 強化され、さ らに2007年 の 「成

長力底上げ戦略」にお い て 『「福祉か ら雇用へ 」

推進 5 か 年計画』の 策定 を行い 、福祉的就労

か ら
一

般就労へ の 移行推進を掲げた 。 しか し就

労移 行支援 施設 で は 14．7％か ら15．8％、A 型施

設 は 2．0％か ら2．1％で 微増で あ り、 B 型 の 移行

率につ い て も2008年度は 1．4％ 、 2009年度 は1．2％

で低下 して い る （松井
・
岩田 2011 ：15− 16）。

　 第 3 の 点 に つ い て は、上述 した ように B 型、

授産施設、小規模作業所 には労働法基準法や最

低賃金法等の 労働法規は適用 されず、働 く障害

者 も 「訓練生」である 、

一
方 、 A 型や福祉工場

に は労働法が適用 され、従業員と して 位置づ け

られ るが 、 両者 と も 「福祉施設」で ある ため福

祉サ ービ ス の 「利用者」 とされ、「就業面 （
一

般労働市場へ の 移行支援、職業 リハ ビ リテ ー

シ ョ ン、仕事発注等）での対応が 十分に は なさ

れ て い ない 」 （松井 ・岩 田2011 ；16）と指摘 さ

れて い る 。
つ ま り労働施策と福祉施策が分断さ

れ 、 両者の 連携 によ っ て障害者の 就労 を支援す

る制 度に なっ て い ない の で ある。

　 さ ら に 出縄 （2011）は 、 日本で は 障害者本

人の職業能力で は な く利用する就労系福祉施設

の 事業種別 （雇用型 ・非雇用型）に よっ て、労

働者か訓練生か に区分 されて しまう可能性があ

る こ とに つ い て 指摘 して い る 。 全国の就労系福

祉事業者93事業所、障害者1，841名の 障害者 の

職業能力と賃金水準に関す る実態調査か ら、職

業能力が同等 と評価 されて い る場合で も、就労

形態や処遇 に よ っ て 次の 異 なる 3 つ の 層が認

め られ る として い る 。 す なわ ち 
一

般企業や特

例子会社 に雇用 され最低賃金が 支払われ て い る

者の 層、  福祉工 場や A 型事業所 （雇用型）を

利用 し、 最低賃金が支払 われるか 、 最低賃金の

減額特例
価 ）

を受けて い る 者の 層 、  授産施設

や B型事業所 （非雇用型）を利用 し、低賃金 を

余儀 な くされて い る者の 層で ある （出縄 2011 ：

195）。
こ れ につ い て 出縄は 、 口本で は 「労働者

性」 を客観的か つ 公平に認定す る基準がな く障

害者本 人の 職業能力や努力を正 当に評価 し、そ

れ を反映 した就労機会を得難い こ と 、 同等の 職

業能力を発揮 して も支払われ る工賃水準が 「良

質な仕事を確保 して い る事業所」とそうで ない

事業所 とで大 きな格差が生 じて い る として い る

（出縄2011 ：195）。

　以上の 福祉的就労をめ ぐる現状か らも、 良質

な仕事をい かに確保で きるかが障害者雇用お よ

び就労に お い て は 喫緊の 課題で ある と い える 。

ゆえに先述 した とお り、 発注促進策に対 して 障

害者の 働 く現場か らの 要望が高い 理 由が こ こ に

示 される と考える 。

（4鱆害者雇用に おける社会的責任の 実践と して

　の発注促進策と 「経営の質」

　確か に障害者を直接雇用する企業を増加させ

る こ とは最重要で あるが 、一
方で実雇用の み を

障害者雇用の 方策 とするこ とは、次の 3点で不

十分である と考える。

　第 1 に 、知的障害者の 就業者の 半分以上 が 企

業で は な く福祉的就労に従事 して お り （表 2 ）、

その
一方で雇用率制度の 対象企業数は限定され

て い る （表 3 ）。 よっ て企業に よる雇用だけで

は障害者の 雇用 ・就労の 拡大に は 限界 が ある 。

ゆ え に 山田 （2008） は、障害 の 特 性 に 応 じた

働 く場の 多様化が必要で ある と して い る 。 現状

で は 障害者の 就労の 選択肢が 企 業か福祉的就

労か の 二 者択
一

にな っ て い るが 、出縄 （2011）

の 指摘の ように、こ う した障害へ の配慮が重点

的 に可能な就労の 場であれ ば、十分働 ける障害

者が 多 く存在する。 よ っ て 実雇用の み な らず 、

障害の 程度や特性に即 した多様 な就労の 場 を創

出する こ とが必要で あ り、 そ うした組織の 持続
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表 2　 障害者総数と労働年齢期間 （15〜64歳）の 障害者 の 就業率 （単位 二万 人）

身体障害者囘 知的障害者  〔c ）＝（a 〕＋（b） 精神障害者（d ｝ （e）＝（a）＋〔b〕＋ （d ）

障害者の 総数 352 46 398 258 656

15〜64歳の 在宅障害者数 （m ）
寧

　 うち、就業者計　　　　（n ）

　 うち、授産施設
・
作業所等

12552

　3

26137 ／516510 1496114 30012624

就業率 （＝ n／m × 100） 4L6 50D 43，0 40．9 42．0

出典 ：工 藤 正 〔2005）「第 2 章 人 的 資源 管理 （HRM ） と障害者雇 用 」独立行 政法人 労 働政策研究 ・研修機構編 『労働政策研究報 告

　 　 書No32　CSR と雇 用
〜障害者雇用 を例 と して 〜』 独立 行政法 人 労働政 策研究

・
研 修機構、　p　41

　 　 ＊ 精神障害者 は20 − 64歳 で ある ．

表 3 障害者の就業者数全体と企業規模 お よび形態別就業者数 （単位 ：人）
〔注 1）

就業者数
5人以 上 の 事業所

で の 雇用数

うち56入 以 上 の

企業で の雇用数

企業で の雇用以外

の 形態の就業者数

福祉的就労で の

就業者数

障害者数 1260ρ00 496ρ00 223，737 524．000 240，000

障害者数にお ける

構成比 （％）
100．0 39，4 178 41．6 19．0

出典 ；山出 〔2DO8 ： 10）

（注 1）表 2 ・表 3 と も根 拠 と な るデ
ー

タは表 1の 厚生労働省 に よ る調 査で あ り、その 各調査 は調査 方法お よび 調査 時期が 全 て 異 なっ

て い る。各デ
ー

タは 現 段 階 で こ の 厚生労働省の 調査 に よ る もの しか ない た め、厳密な比 較が で きない 。大まか な概算値 を算 出 した も

の で ある、

的経営 には 、 企業 と同様に良質な事業の 確保が

不可 欠である。

　第 2 に、障害者の 雇用 ・就労に 対する 企業

の 多様な貢献の 方法を創設 し、 評価する方策も

必要で ある と考える。雇用率制度は雇用の 質ま

で は考慮 に 入れ ない た め （山 田2011a）、 障害

者が 雇用率達成の 手段 とされて い な い か どうか

等、各企業で の 雇用の 実態 を実雇用率の み で判

断す るこ とは不十分で ある 。 現行の 障害者雇用

促進法で は雇用義務履行の 確保の 手段と して 、

罰則で は な く雇用率未達成の 企業名公表制度を

用 い て い る 。 ただ し即座 に公表する の で は な く、

雇入れ計画の 作成命令、適正実施勧告、特 別指

導を行い 、なお改善が 進 まない 場合に 企業名を

公表する 。 手続 きが段階的で ある理 由は、障害

者の 雇用義務が 「行政庁 と相手方 （事業主）と

い う関係に お い て 課せ られた もの で は な い こ

と、雇用関係は労使の 信頼を基調 とする人 的結

合で あ り、特に 障害者の 適正 な雇用を実現する

には事業主の 理解と協力が不可欠で ある こ とか

ら、刑罰などの 直接 的な制裁 に よ っ て 実現す る

こ とは 必ず しも適当で ない か らである 」 とされ

る （今井2011b ：15− 16）。

　一方で現行の 助成金制度
注η

は、雇用の 際に

整備が 必要 な障害へ の 配慮に対する もの、つ ま

り事業所等の 設置や 雇用管理 へ の 助成金が主 な

もの で 、 障害者の 継続 的雇用や仕事の 発注等 、

企 業努力に対する もの はない 。 障害者雇用の 質

の 確保には障害へ の 配慮を実現する こ とが不可

欠で ある が （山田2011a；2011b）、 その 雇用 の

質は 、 良質な仕事が あ っ て 初めて可 能 となる 。

つ まり仕事の 確保に よる継続的 な経営が、障害

者雇用 における 「経営の 質」を高め る とい える 。

　経営の 質とは、製品の 品質だけで な く、企業

活動全般 を対 象 と した ク ォ リテ ィ の こ とで あ

り、「モ ノ の ク ォ リテ ィ のみ な らず、サービ ス

や 財務状態の ク ォ リテ ィ 、環境対応や 社会貢献

等の マ ネジメ ン ト自体の ク ォ リテ ィを含ん だ広

い 概念」で ある （山下 2011 ： 2 ）。 前述の 就労

支援事 業 A ・B 型 は 「障害者へ の 就労機会の
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提供お よび
一

般就労へ の 支援」が 制度上 の 目的

で あ り、 特例子会社や重度障害者多数雇用事業

所 も障害者の 安定的 な雇用 を目的 と して制度化

された もの で ある。ゆ えに経営の 質の 点か ら 、

障害者雇用での 仕事の確保は不可 欠な要因で あ

り、こ の 点へ の 企業努力 も多様 な貢献方法の 1

つ と して 評価 し、 企業 と障害者 と の 信頼 関係醸

成や更なる実雇用に つ なげる方策も必要 と考え

る。

　第 3 に、経 営形態が非営利 ・営利 を問わず、

障害者雇用 ・就労政策の 最終的 な目標は 、障害

の 有無に関わ らず働 くこ との で きる イ ン ク ル
ー

シ ブな社会の 実現で ある 。 最近の動向 として A

型事業へ の 企 業の 参入が 進み つ つ あるほ か、ビ

ジ ネス の 手法を用 い て社会的使命 を果た し社会

問題の 解決を図る社会的企業が 、欧米だけで な

く日本で も創設 され 始め て い る 。 よ っ て 障害者

雇用 ・就労の 経営形態は多様化する過程にある

とい っ て よい と考える 。 ゆ えに営利 ・
非営利 を

問わず、仕事の 確保は今後とも共通する問題 で

あ る と考え られるため 、仕事の発注を障害者雇

用 ・就労へ の 貢献と社会的責任の 実践 と評価 し、

政策として促進する必要がある と考える 。

3 ． ISO26000 か ら見 た障害者雇用 政策

　の 在 り方
i
’
il8 ）

　以上述 べ た こ とをISO26000 （以下 「本規格」）

の 「組織の社会的責任」と い う視点か ら考える

と、発注促進策を含めた 障害者雇用政策の 在 り

方は 「6 ．8 コ ミュ ニ テ ィ へ の参画及び コ ミ ュ

ニ テ ィ の 発展」に お ける 次の 2 点の 課題 で あ

る 。

　第 1 に 「3 ：雇用創出及び技能開発」で 組織

が実施す べ きとされて い る うちの 「雇用及び能

力開発に 関 して は、社会的弱者に特に配慮する」

と 「雇用創出に必要な枠組み 条件の 普及 に協力

す る こ とを検討する」で ある 。 企業を含め たあ

らゆ る組織が障害者の 就労に向けて 、コ ミ ュ ニ

テ ィ の
一

員 と して可 能な方法を自主的 に考え、

実践する こ とで ある 。 ただ し前者 につ い て は山

田 （2011a）が 述 べ る よ うに 、 障害者は単 な る

弱者で は な く、 ス テ
ー

クホル ダ
ーとして の 従業

員 と して捉 え、ス テ
ー

クホル ダーエ ンゲージ メ

ン トに よ っ て社会的責任 を組織 に統合する こ と

が 必要で ある 。

　第 2 に 「7 ；社会的投 資」 であ る と考える。

社会的投資 とは 「組織 が、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 生活

の 社会的側面 を改善する ため の イ ニ シ ア チ ブ及

びプ ロ グ ラ ム に 自らの 資源を投資す る」ことで

ある （日本規格協会 2010 ：68）。 そ して組織が

実施す べ き事項 の うち、「社会的投資 プロ ジ ェ

ク トの 計画にお い て 、
コ ミュ ニ テ ィの 発展の 促

進 を考慮に入 れ る 。 い ずれ の行動も、地域の発

展 を支援するた め、例 えば 、現地調達及び現地

外注の 拡大に よ っ て 、 市民の ため の 機会を広 げ

る べ きで ある。」とあるが 、こ こ に前述 の発注

促進策が その まま該当す る と考える 。
つ まり、

企業等が 自らの 資源を投資する こ とも社会的責

任の 実践 で あ り、こ の 点か ら障害者雇用 にお い

て は 、実雇用 を最重要 とするこ とに加えて 、障

害者雇用 ・就労を積極的に行 っ て い る組織に、

良質の仕事を発注する こ とで経営の 質の 向上 と

発展 に寄与するこ とも社会的責任の 実践で ある

と考える 。

　 さらに こ の 点の 政策 とし て の 意義及び妥当性

は 、 「相乗効果 を最大化 し、 補完的 な資源 、 知

識及 びス キル を活用するため 、政府、企業又は

NGO を含む他の 組織 との 連携を検討する 。 」 と

い う事項 に裏付け られると考 える 。 先述の よう

に 、営利 ・非営利を問わずあら ゆ る組織が障害

者雇用 ひ い て は障害の 有無に関係の な い イ ン ク

ル ーシブ な雇用 ・就労に貢献す る方策 と して 、

実雇用の 他に発注促進策を多様な選択肢 として

設ける こ と、さらにサ ン ク シ ョ ンだけで はな く
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その 積極的な貢献を評価 し、今後の 発展の ため

にイン セ ン テ ィブを付与す る方策 も、社 会的責

任の 実践方法として意義の ある ことで ある と考

える 。 さ らに こ うした政策と各組織の 取 り組み

が 、
コ ミ ュ ニ テ ィ で の イン ク ル ーシ ブな雇用 ・

就労の 創出に つ なが る と考える 。

4 ．福祉的就労 と企業の 連携事例 お よび

　「事業を通 じたイン クル ー ジョ ン 」

〔i）福祉的就労と企業の連携に よる工 賃向上

　 以上 の 全 て をすで に実践 して い る事例 と し

て 、福祉 的就労 と企業 との 連携に よる工 賃向上

の 取 り組みが ある 。 厚生労働省の 「工賃倍増 5

か年計画」に よ り、 福祉的就労の 事業所にお い

て   経営 コ ン サル タ ン トや 企業OB の 受け入れ

による経営改善、企業経営感覚 （視点）の 醸成、

 
一

般企業 と協力 して行 う魅 力的な商品開発、

市場開拓等が 実施され て い る 。 地元企業や専門

家 と連携 して 商品の 品質を市場価値 レ ベ ル まで

高め る 、 事業の 見直 しや新規事業の 展開 、 経営

目標 の設定 と検証
・改善等に よっ て工賃が向上

する だけで な く、障害者自身の で きる仕事の 拡

大や地元企業との 人的関係の構築などに結び つ

い て い る
〔注 91

。

　なお、福祉 的就労を含め た障害者の 事業内容

の 特徴 に つ い て 、 特例子会社 と福祉工 場 （現

就労継続支援事 業 A 型）の 全 国調査 か ら山田

（2008） は次の ように分析 し述 べ て い る 。 特例

子会社は 、 親会社が従来外部委託 して い た周辺

業務の うち、障害者がで きそうだ と思われる も

の を子会社の 業務 と して集約 して い る背景があ

る 。 また 、 知的障害者が比較的従事 しやすい 事

業として 、

一
般的に は食品や 精密機器等の 製造

業や、依託 ・サービ ス （ク リーニ ン グ、 レ ス ト

ラ ン 、宅配給食、公園
・庭 園管理 、清掃業務、

出向補助業務）が 挙げ られ て い る 。 したが っ

て 特例子会社 と福祉 工 場 の 両者 が上 記 の 事業

内容に集中して い る と考えられ る （山田2008 ：

73）。

〔21株式会社研進 、 社会福祉法人進和学園としん

わル ネ ッ サ ン ス の 事業
〔注1 

　次に、株式会社研進 と社会福祉法人進和学園

の しんわ ル ネ ッ サ ン ス の 事業を取 り上 げる 。

　 しん わル ネ ッ サ ン ス は就労継続支援事業 A

型 と B 型 を併設 し、株式会社研進が 営業窓口会

社 となっ て 本田技研工 業株式会社 く以下 、 ホ ン

ダ） よ り受注 して い る 自動車部品組み立て 加工

作業 を主な事業 と して い る 。 しんわル ネ ッ サ ン

ス の 大 きな特徴 と して 、第 1 に A 型 と B 型 を

分離させ る の で はな く、 両者の 従業員と利用者

が 同じ職場で 共に働い て い る点が挙げられ る 。

これはあ くまで も障害者 自身 の 能力や希望に応

じて役割 を分担 して い るもの で 、先述の ように

就労系福祉施設の事業種別 （雇用型 ・非雇用型）

に よ っ て 労働者 か訓練生 か に区分 されて しま

う現行制度が 本来想定 して い な い 形態で あ る。

A ・B 型両者の 障害者が共 に働 く例 は非常に

希少で ある 。 さらに全員で 知的障害者と して は

日本初 となるISO9001認証 を取得 して い る 。

　第 2 の 特徴は株式会社研進が 社会福祉法人

進和学園 と協力 し、上記 の事業に加 えて 「事業

の再編・多角化等を通 じて工 賃水準の 維持拡大」

嗣 U
を実践 して い る こ と、その 方策として地域

の 企業や市民 と連携 し、積極 的に事業 を開拓 し

実践 して い る点で ある。 授産事業推進管理業務

として は上 述 の ホ ン ダ車部品組立加 工の 他 に、

どん ぐりか ら植樹用の苗 を栽培 し、森林再生 と

緑化活動で の 利用 を通 して福祉 ・環境 ・教育 ・

労働 の 連携を目指す 「い の ちの 森づ くり」プ ロ

ジ ェ ク トを行 っ て い る 。 また、製パ ン ・
ク ッ

キ
ー、カ フ ェ

・
ブ

ー
ケ （東テ ィ モ ール ・

コ
ーヒ ー

）、

TE 　HANDEL （輸入ブ レ ン ド紅茶）、エ コ ク ラ

フ ト、陶芸品、竹炭 、ミニ 囲碁盤、相 州ダル マ 、
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原木栽培 しい たけ、有機肥料、紙すき等の 自主

製 品を生産 して い る
「
湘 3

。

　第 3 に先述の在宅就業障害者支援制度の 「在

宅就業支援団体」に神奈川県で 第 1号 と して 厚

生労働省 に登 録 され 、 同団体 と して の 業務 も

行っ て い る 。 発注事業者であるホ ン ダには 、既

に同制度を活用して 障害者雇用納付金制度にお

ける 特例 調整 金が毎年支給 され て い る 。 また、

前述 の ように在宅就業障害者支援制度が十分活

用 されて い な い 現状 を受けて 2012年 8 月 よ り

新設 された「在宅就業支援 団体等活性化助成金」

（以下 「同助成金」） に応募 し
個 3）

、地元の ス ー

パ ー
であ る株式会杜 しまむ らお よび地場農家の

横山農園と連携 して 、朝採 り野菜 と進和学園 自

主製品の ス ーパ ー店頭販売を行 っ て い る 。

　同助成金は、厚生労働大臣の 登録を受けた在

宅就業支援団体または
一
定の 要件を満た して 障

害者の 在宅就業 を支援 する団体が 、 障害者の 就

業機会の 確保 ・提供等の 事業活性化の た め に

創設され た もの で 、支給額は  支給期間 （6 ヶ

月）ご とに200万 円 （最長 18 ヶ 月、最高600万円）

を限度として 、活性化計画に 基づ く事業に 要 し

た費用 の
一

部 （助成率1／2）を助成 する 「活性

化助成金」と、  活性化計画の 対象者が常用雇

用 された場合 に、 1人当た り10万 円を加算す る

「雇用推進加算金」で ある
（ik14）

。

　進和学 園の メ ンバ ーが横山農園に赴 き農業に

従事 し、 収穫 した朝採 りの 野菜をしまむ ら ス ト

ア
ー

で販売 し好評を得て い る 。 同農園か らの農

作業の 受託は 、発注事業者 （この 場合横山農園）

か ら請け負っ た仕事を当該事業者が提供する就

労場所で行 う「施設外就労」とい う形態で あ り、

障害者、発注事業者、福祉施設の すべ て の 関係

者に と っ て メ リ ッ トが 大きい
。

　以上の よ うに 、地域の あ らゆ る関係者 と密接

に連携 し、積極的な活動 と努力に よっ て経営 の

質の 維持 ・向上 、 地域 に根差 した イ ン ク ル ー
シ

ブな就労 と社 会貢献 を実現 して い る 。 工 賃に 関

して は、 A 型で は全 国で トッ プク ラ ス の 工 賃

額 と な っ て お り
cil．15）

、2011年度 は A 型139．650

円 （前年比 ＋ 4．3％）、 B 型43，430円 （＋ 1．1％）で

ある （表 4 ）。 2008年お よび2009年に比較 して

2010年度 か ら大 幅 な減額 を余儀 な くされた理

由 と して 、 同社 は リーマ ン シ ョ ッ ク に伴 う不

況 や東 日本大震災の 影響が あ る と して い るが

  6〕

、厚生労働省 に よ り公 表されて い る 平成

22年度 の 就 労継続支援事業 A 型 の 平均工 賃は

132，274円で ある。

（3）事業 を通 じたイン クル ージ ョ ン

　 こ れ らの 事例の 特徴は、「事業を通 じた イ ン

ク ル ージ ョ ン」である と考える 。 イン ク ル ージ ョ

ン とは、2006年に 国連で 採択 さ れ た障害者権

利条約 （以下 「本条約」）の 一般原則 とな っ て

い る概念で ある 。 明確 な定義があるわけで はな

い が、社会がい ままで 障害者を排除（exclusion ）

して きた背景か ら 、 「社会が 障害者を受け入れ

る こ と」 （崔2010 ：279）、包摂す る こ と、と捉

表 4 　「しん わル ネ ッ サ ン ス 」 に お け る平均月額 工 賃支給実績

年度 就労継続支援 A型 （雇用型） 就労継続支援B 型 （非雇用型）

2008 167790円 57，560円

2009 164ρ20円 57，760円 （＋ α3％）

2010 133．920円 （▲ 18．4％） 42，950円 （▲ 25．6％）

2011 139，650円 （＋ 43 ％） 43，430円 （＋ 1．1％）

出典
’
株式会社研進 ホ

ー
ム ペ

ー
ジ 「会社概要」

　 　 http〃 www ．kenshin・c．co．jp．icompany
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え られて い る 。 本条約第 3 条の
一
般原則で は、

障害者の 「〔c 肚 会へ の 完全かつ 効果的な参加及

び イ ン クル ージ ョ ン 」
細 71

が 明示 され、「第27

条労働及び雇用」で は 「締約国は 、障害の ある

人 に対 し、他の 者との 平等を基礎 として 、 労働

につ い て の 権利 を認め る 。 こ の 権利 には、障害

の ある人に とっ て開か れ 、 イン クル
ー

シ ブで 、

かつ ア ク セ シ ブ ル な労働市場及び労働環境にお

い て 、障害の ある人が 自由に選択 し又は引 き受

けた労働を通 じて 生計を立 て る機会につ い て の

権利 を含む 。」と規定されて い る 。
つ ま り雇用 ・

就労におい て も障害者が社会か ら排除され た り

差別 を受けた りす る こ とな く、社会が包摂 する

こ とで 、 障害の 有無に関係な く共 に働 ける こと

で あ る と考 える 。

　 よっ て上述の 事例 は、福祉的就労 と企業およ

び地域 との 連携に よ っ て 「事業を通 じて 障害の

ある人 とない 人が連携 し共に働 くこ と」で あ り、

さしあた り本稿で は こ れ を 「事業 を通 じた イ ン

ク ル
ー

ジ ョ ン」とす る 。 これ は上記 の 障害者権

利条約の 理念の 実現で あり、障害者雇用 ・就労

政策の 究極 の 目的である 。 また、上述の事例は

非営利組織 と営利組織が 連携 して お り、 先述の

本規格の規定にある 「相乗効果を最大化し 、 補

完的 な資源、知識 及びス キル を活用する ため、

政府、企業又は NGO を含む他の 組織 と の 連携

を検討する 。 」を実践 して い る とい える 。

　 したが っ て 、障害の 有無に 関わ らない イン ク

ル
ー

シ ブな雇用 ・就労を支援する もの であれ ば、

社会的投資 とい える発注促進策 も本規格が提示

する社会的責任を果たす方策で ある と考える 。

5 ． ISO26000 と事業に お け るイ ン ク

　ル ー ジョ ン を条件 とした制度設計

　以上の 方策 を実施す るための 具体的な制度設

計を提言する 。 それ は 、 日本で も2012年 4 月

にJIS化 さ れ た ISO26000 （以下 「本規格」）を

基準とした 、 事業にお ける イ ン クル
ー

ジ ョ ン を

条件 と した仕事の 発注促進策で ある 。

　 その 条件 として 第 1 に、仕事を発注する組

織に本規格を用 い て 障害者雇用 に 関す る理念、

仕事を発注する 目的、 戦略等の 計画書の 提出を

義務付 ける 。 また本規格 は全て の組織が対象と

な っ て い る の で 、受注する側 も本規格に基づ い

て発注側と同様の 計画書の 作成を義務付ける 。

さらに両者 とも本規格 に ある社会的責任を組織

内に どう統合 し、シ ス テ ム を構築して い るかに

つ い て も明示するこ とを条件 とする 。

　第 2 に、障害の ある 人 とな い 人が こ の 事業を

通 じて 人的に連携する具体的な方法を、発注側

と受注 側の 両者が明示す る こ と を条件 とす る 。

例 えば特例子会社の 親会社 の 要件は特定の 株式

会社の 意思決定機関を支配 して い る こ と、 子会

社 は 「親会社 の 事業 との 人的関係が緊密で ある

こ と」が要件の 1 つ で ある 。

　以上 の 条件を満た した組織を発注奨励策の 対

象と認 め、助成 金 を支給 す る方策 が考 え られ

る 。 その 際 、 受注側 の 組織が 発注側の 助成金不

正受給の 手段 とされる こ とや 、単なる下請けに

よる労働条件お よ び労働環境の 悪化等の 不正 の

防止 と罰則に つ い て も整備 して お くこ とが不可

欠 と考える 。 み な し雇用の制度化、すなわ ち発

注分を雇用率に算定す る こ とに つ い て は、こ う

した取 り組み を試験 的に導入する パ イ ロ ッ トス

タ デ ィ を行 い 、利点 と問題点 を検証 した後に検

討すべ きで ある と考える。パ イ ロ ッ トス タデ ィ

の 具体 的な方法 と しては、発注側 と受注側の 両

者と も、対象を上記 の 条件をクリア した通常の

企業 、 特例子会社 とA 型事業所 の み に 限定 して

試験的に導入す る こ とが考えられ る 。

　さらに本規格は 第三者認証規格で は な く、各

組織や地域性 に基づ い た独 自の 取 り組み を奨励

する もの で ある 。 障害者雇用 ・就労に もそれ は

当て は まり、地域 の 特性 を生か した 多様な取 り
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組み の 育成が期待され る 。 よ っ て前述の 条件の

履行 の チ ェ ッ ク、認可や 成果の 検証 を行 う委員

会 を各地方 自治体 ご とに設置 し、 障害者雇用 ・

就労の 関係者全て 、
つ ま り当事者、地元企業や

経営の 専門家、ハ ロ
ー

ワ
ー

ク、福祉の 支援機関

等を委員 とす る マ ル チ ス テ
ークホル ダー

ア プ

ロ
ー

チ が最 も適切で ある と考える。

注

（1）　特例子会社は 、 障害へ の 配慮を行う子会

　　　社が一定の 要件下で 雇用する障害者 を親

　　　企業で の 雇用 と見なして 実雇用率に 合算

　　　し、 助成金を利用で きる制度である 。 福

　　　祉工 場は ある程度の 作業能力が あるが、

　　　職場の設備 や通勤の 交通事情等の ため通

　　　常の 企業で の 雇用が 困難な重度障害者を

　　　雇用 し、社会的 自立 を支援する福祉施設

　　　で ある 。 両者 と も雇用契約を締結 した雇

　　　用の 場である （山田2008）。

（2 ） 伊藤 （2011年）の こ の 調査 は、筆者 で

　　　あ る山 田 （2008）の 前述 の 調 査研究 を

　　　大い に参考に して い る と述 べ てお り、同

　　　調査研究は今後の 研究にお い て 重要な視

　　　点を提示 して い る と述 べ て い る （伊藤

　　　2011 ： 3 ）。

（3 ）　経営主体 は国 ・地方公共団体と社会福祉

　　　法人、営利法人、NPO 法人、医療法人

　　　等で 、2010年 10月現 在で 全国 に451ヵ 所

　　　で ある 。

（4 ） 今井 （2011a） も山田 （2008）を基 に発

　　　注促進策の 特徴 と課題 を述 べ て い る 。

（5 ） フ ラ ン ス と ドイツで は福祉施設等 へ の 一

　　　定額以 上 の 発注分 を雇用率に カ ウ ン トす

　　　るみな し雇用制度が ある 。

（6 ）　 最低賃金の減額特例 とは、一般の 労働者

　　　よ り著 し く労働 能力が 低 い な どの 場合

（7 ）

（8 ）

（9 ）

に 、 最低賃金 を
一

律 に適用す る とか え っ

て雇用機会を狭め る おそ れ などがある た

め 、特定の労働者に つ い て は、使用者が

都道府県労働局長の 許可 を受ける こ とを

条件 として 個別に最低賃金の 減額の特例

が 認め られ て い る （厚生 労働省ホ
ーム

ペ ージ 『最 低賃 金制 度』 http：〃 www2 ，

mhlw ．go．jp／tepics ／seido ／kijunkyoku／

minimum ／minimum −Ol．htm）。 そ の 対

象となる労働者の範囲として障害者 につ

い て は、最低賃金法第 7条 第 1号 に 「精

神又は身体の 障害に よ り著 し く労働能力

の 低 い 者」が規定 されて い る 。 運用は 「個

別の対象労働者 に従事させ る作業に つ い

て 、最低賃金が適用 され る者の うち最 も

労働能力が低 い と され る者との 労働能率

の 比較 など固有の 事情に着 目して 妥当な

減額率を定め 、労働基準監督署に よる実

地調査 を経て 、都道府県労働局長の 許可

を受けて は じめて減額が認め られる とい

う手続 き」に な っ て い る （独立行政法人

高齢 ・障害者雇用支援機構障害者職業セ

ン タ
ー 2010 ：25）

障害者雇用納付金 を財源とした事業主 へ

の助成 制度を含む 。 その種類 と して は、

障害者作業施設設置等助成金 、 障害者福

祉施設設置等助成金 、障害者介助等助成

金、職場適応援助者 （ジ ョ ブ コ ーチ ）助

成金、重度障害者等通勤対策助成金、重

度障害者多数雇用事業所施設設置等助成

金、障害者能力 開発助成金等がある 。 他

に 特例 子会社等設立 促進助成金等が あ

る 。

障害者雇 用 にお ける ISO26000の 役割 と

活用 の 意 義に つ い て は、山田 （2011b）

が 述べ て い る の で参照の こ と。

WAM 　NET 障害者就労支援情報 「工 賃
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　　　ア ッ プ 」http：〃 www ．wam ．go．jp／ca30 ／

　　 shuroshien ／cO4 ．html事 業内 容 は パ ン ・

　　　ク ッ キ ー ・ケーキ等の 製造業、カ フ ェ や

　　　レ ス トラ ン 、花苗の 生産 ・販売等、従事

　　　する障害者の 障害特性や得意分野 を生か

　　　した もの にな っ て い る 。

（10）　 出縄 （2011）、株式会社 研進ホーム ペ ー

　　　ジ と同社代表取締役社長 出縄貴史氏 へ

　　　の 筆者に よる イ ン タビ ュ
ー

に基づ く。

（11）　株式会社研進 ホ
ーム ペ ージ 『会社概要』

　　 http：〃 www ．kenshin−c．co．jp／company

（12）　同上 『株 式会社研 進の ご案内』 http：〃

　　 www ．kenshin−（）．co ．jp／company ／kenshin

（13） 以下の 内容はすべ て 、 筆者に よる株式会

　　 社研進代表取締役社長 出縄 貴史氏 へ の

　　　イン タビ ュ
ー

に基づ く。

（14） 厚生労働省ホ
ーム ペ

ー
ジ 『在宅就業支援

　　　団体等椡 生化助成金の ご案内』

　　 http：〃 www ．mhlw ．go．jp／bunya ／koyou ／

　　 shougaishaO2 ／pdf／79．pdf

（15） 参考 まで に 、平成22年度の 福祉 工 場 の

　　 平均工 賃は 132，274円で ある 。

　　 厚生労働省ホ
ーム ペ

ージ 『平成22年度工

　　　賃 （賃金）月額の 実績に つ い て』

　　　 http ：〃 www ．mhlw ．go ．jp／bunya ／

　　 shougaihoken ／service ／jisseki，html

（16）　株式会社研進 ホーム ペ ージ 『会社概要』

　　 http：〃 www ．kenshin−c ．co ，jp／company

（17）　 こ の 記述 部分 を含め た障害者権利 条約

　　 条文の 日本語訳に つ い て 、本稿で は、必

　　　ずしも日本政府仮訳が障害者権利 条約原

　　 文 の 本来 の 意 図を反映 し きれ て い な い

　　　と い う考 えか ら、 川 島聡 ＝長瀬修仮 訳

　　　（2008）を引用する こ ととする。
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